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１ 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価の実施 

平成19年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、平成20

年４月から、すべての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理および執行の状況

の点検および評価を実施するとともに、その結果を議会に報告し公表することとされました。 

この法律の規定に基づき、練馬区教育委員会（以下「教育委員会」といいます。）は、効果

的かつ効率的な教育行政を推進するとともに、区民の皆さまへの説明責任を果たすため、教

育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価（以下「点検・評価」といいます。）

を実施し、報告書にまとめました。 

今年度の点検・評価は、平成24年度に練馬区教育振興基本計画が策定されたことや子供分

野の事業展開を一元化するための組織改正が行われたことに伴い、実施方針を改正し実施し

ました。 

練馬区教育振興基本計画、練馬区次世代育成支援行動計画の基本施策を中心に点検・評価

を行うと共に、事務局による行政評価制度を踏まえて、教育委員会事務局全般の事務事業に

対する評価を行いました。 

２ 点検・評価の実施方針 

  教育委員会では、つぎの実施方針に基づき、点検・評価を実施しました。 

平成２５年 ７月２２日  

練 馬 区 教 育 委 員 会   
 

練馬区教育委員会における教育に関する事務の管理および執行の状況の 
点検および評価の実施方針 

 
練馬区教育委員会は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２７条に基づく『教育

に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価』を、本方針により実施する。 
１ 目的 
⑴ 主な事務や事業（以下「主な事務等」とする。）の取組状況について点検および評価（以

下「点検・評価」とする。）を実施し、様々な課題やその取組みの方向性を明らかにするこ

とにより、効果的かつ効率的な教育行政の一層の推進を図る。 
⑵ 点検・評価に関する報告書を作成し、これを練馬区議会に提出するとともに、公表する

ことにより区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推進する。 
２ 実施方法 
⑴ 教育委員会の事務に関する計画を踏まえ、主な事務等を対象として点検・評価を行う。 
⑵ 点検・評価は、前年度の主な事務等の取組状況を総括するとともに、課題や今後の取組

みの方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 
⑶ 教育委員会の事務に関する計画の基本施策ごとに点検・評価を行うとともに、事務局に

おける評価を資料として総合的に点検・評価を行う。 
⑷ 学識経験を有する者の知見の活用を図るために「練馬区教育委員会の点検・評価に関す

る有識者（以下「点検・評価に関する有識者」とする。）」を置く。 
①「点検・評価に関する有識者」は、公正な意見を述べることができる者の中から、教育

委員会が委嘱する。 
②「点検・評価に関する有識者」は、評価等について助言を行う。 

⑸ 教育委員会における点検・評価の後、その結果を取りまとめた報告書を区議会へ提出す

る。また、報告書は公表するものとする。 

Ⅰ．点検および評価 制度の概要 
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【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第３項の規定により事務局職員等に委

任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 

 

３ 教育委員会について 

  ⑴ 教育委員会の制度と組織 

教育委員会は、学校その他の教育機関の管理、学校の組織編成、教育課程、教科書その

他の教材の取扱い、および教育関係機関の職員の任免その他人事に関する事務を行い、ま

た、社会教育その他の教育、学術、文化に関する事務を管理、執行するための合議制の執

行機関です。 

教育委員会は、区長が区議会の同意を得て任命した５人の委員で組織され、委員の任期

は４年となっています。委員会は、委員の中から委員長を選び、委員長は委員会の会議を

主宰し委員会を代表します。また、委員会の権限に属するすべての事務を管理執行するた

めに、委員の中から教育長を任命します。 

なお、教育委員会の所掌事務は広範囲にわたりますので、その職務権限に属する事務を

具体的に処理し、執行するための機関として、教育委員会事務局が設置されています。 

  ⑵ 平成24年度教育委員会の活動状況 

教育委員会の会議は、原則として、月２回開催する「定例会」と、必要に応じて開催す

る「臨時会」とがあり、平成24年度（平成24年４月～平成25年３月）は、定例会24回、臨

時会11回を開催しました。 

この会議では、教育行政に関する事務処理方針が決定され執行されます。平成 24 年度

の会議においては、議案 39 件、協議事項４件、報告事項 158 件の審議等を行うとともに、

光が丘図書館など 10 か所を視察しました。 

また、教育委員は、教育委員会の会議への出席以外に、児童・生徒、保護者との意見交

換会や学校行事などに参加し、学校や子供関連施設等の状況把握などに努めています。 

【平成24年度の主な審議等の内容】 

① 議案 

 ・教育委員会教育目標の制定 

 ・練馬区教育振興基本計画の策定 

・条例の制定または改正の区長への依頼 

 ・教育委員会規則の制定または改正 

 ・教育費関係予算案に関すること 

 ・教科書の採択に関すること 

 ・職員の人事に関すること 

② 協議 

 ・いじめ問題の取組について（７回） 

 ・平成24年度教育に関する事務の点検・評価について（７回） 

 ・平成25年度練馬区教育委員会教育目標について（１回） 

  ※ （ ）内は、協議の回数を示しています。 
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点検・評価の方法については、「練馬区教育振興基本計画」「練馬区次世代育成支援行動計画」

からそれぞれ基本施策を一つ選定し、その評価対象となった基本施策について点検・評価を行

いました。また、練馬区行政評価制度に基づき行われた平成 25 年度事務事業評価のうち、教育

委員会事務局の事務事業の評価結果をもとに、総合的に点検・評価を行いました。 

１「練馬区教育振興基本計画」の基本施策を対象とした点検・評価 

⑴ 評価対象基本施策 

 

⑵ 基本施策「教育相談の充実」の計画内容 

資料１のとおり 

⑶ 主な事業と実績（平成 24 年度） 

〔教育相談室〕 

教育相談員が幼児・児童・生徒の発達の過程で生じた諸問題の相談に応じ、健やかに成長

できるよう支援する。教育相談室は練馬、光が丘、関の３室が開室している。 

・主な実績 

 来室教育相談 1529 件、電話教育相談 610 件 

ペアレントトレーニング 108 名参加、発達支援グループ活動 370 名参加 

〔適応指導教室〕 

 不登校児童・生徒に対して、心の安定を図るための相談活動を基本に、集団生活への適応

を図るための創作、スポーツ、学習活動を行い、学校生活に復帰できるよう支援する。小学

生対象の「フリーマインド」、中学生対象の「トライ」を開室している。 

・主な実績 

 フリーマインド入室者数 47 名（年間 180 日活動、延べ通室者数 2,013 名） 

             ※小学校不登校児童数（134 人）から見た入室率 35％ 

 トライ入室者数     93 名（年間 180 日活動、延べ通室者数 4,108 名）  

              ※中学校不登校生徒数（406 人）から見た入室率 23％ 

〔心のふれあい相談員〕 

 児童生徒からの相談を受け、話し相手となること、いじめや不登校、虐待等の早期発見･

早期対応を図ることを目的とし、その職務を理解し、教育相談活動に積極的に取り組む意欲

のある者のうちから、現在は教職経験者、心理学専攻経験者、学校における相談員経験者等

を心のふれあい相談員として各学校へ配置している。児童生徒の相談等を受けるほか、保護

者・地域と学校の連携支援、学校の教育相談活動の支援を行う。 

・配置状況 小 65 校、中 34 校（全校配置） 

 ・主な実績 相談件数 児童生徒 小学校 13,829 件、中学校 2,817 件 

            保護者  小学校 2,067 件、中学校 485 件 

            教 員  小学校 2,903 件、中学校 608 件 

〔スクールカウンセラー〕 

 学校内の教育相談体制等の充実を図ること、いじめや不登校等の未然防止、改善および解

決を目的とし、児童および生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な経験を有する臨床心理

教 育 相 談 の 充 実 

Ⅱ．点検・評価の実施結果 
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士をスクールカウンセラーとして各学校へ配置している。児童生徒へのカウンセリング、教

職員および保護者に対する助言・援助、カウンセリング等に関する情報収集や情報提供等を

行っている。 

・配置状況 小 20 校、中 34 校（25 年度全校配置） 

・主な実績 相談回数 児童生徒 小学校 3,390 件、中学校 6,129 件 

           保護者  小学校 1,716 件、中学校 2,089 件 

           教 員  小学校 4,503 件、中学校 7,212 件 

〔ネリマフレンド〕 

 自宅にひきこもりがちな不登校の児童生徒へ、ネリマフレンドとして登録した人材を派遣

し、学校復帰に向けての支援を行う。 

・登録人数 32 人 

・主な実績 申請延べ８件 小学生１人、中学生５人 

〔いじめ防止対策〕 

  平成 24 年度に策定した練馬区いじめ問題対策方針に基づき対策を行っている。 

 ・主な実績 アンケート調査の実施、「練馬区版 いじめ対応のポイント」の配付 

       いじめ等対応支援チームの設置など   

 

⑷ 教育委員会の点検・評価 

意見・総合評価 

ア 教育相談体制の充実 

〔成果〕 

・ 総合教育センターでは、教育相談室３室を設置し、来室相談、電話相談を中心に教育相

談事業を展開している。発達に関する相談の増加に対応して、平成 19 年度から子供対象

のグループ活動と保護者対象のペアレントトレーニングを開始し、また、平成 21 年度か

らは、より相談をしやすいように週１回、相談時間を延長している。なお、適応指導教

室では、教育相談員の学校訪問等により、学校と連携し児童生徒の指導、支援を進めて

いる。 

・ 相談内容の多様化、複雑化に対応するため、教育相談担当者には、スーパーバイザーの

指導の下、ケースカンファレンスや研修が実施されており教育相談の質の向上が図られ

ている。 

・ 学校内での教育相談体制は、心のふれあい相談員、スクールカウンセラーを配置し、児

童生徒だけでなく保護者や教員からの相談も受けるなど、広く活用されており相談件数

も増加している。身近な相談相手として存在価値が認められ、制度が定着している。 

・ 心のふれあい相談員やスクールカウンセラーへ教員からの相談が増えている点は、児童

生徒の理解が深まり指導の充実につながるので望ましいことである。 

・ 学校巡回相談や就学相談などで、特別な配慮を要する児童生徒などへ専門的な支援の充

実も図られている。 

〔課題〕 

・ 練馬区における教育相談は、教育指導課、総合教育センターの事業所管に分かれて進め

られており、各々についてみれば一定の効果を挙げている反面、利用者にとっては相談
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先がわかりづらく、支援策の広がりを必要とする際には課題となる情報を共有しづらい

場合もある。また、学務課が所管する就学相談はその後の学校生活での児童生徒への支

援の基礎となっており、教育相談へとつながる場合が少なからずあることから、関係所

管との情報共有が求められている。 

〔今後の方向性〕 

・ 現在行われている様々な教育相談体制は今後もさらに充実を図るとともに、それぞれの

制度が連携し、幼児・児童・生徒へ的確な支援ができる体制を整えていくことが重要で

ある。そのために、平成 26 年度に開設が予定されている学校教育支援センターでは、校

内の教育相談体制を含めて一元化を図るとともに、具体的な支援策の検討に当たっては、

関係機関の連携について中心的な役割を担うことにより、一層の迅速かつ効果的な支援

につなげる体制を構築していくものとする。 

 

イ 児童・生徒の不登校対策の充実 

〔成果〕 

・ 不登校の要因は様々であり、学校の教職員による組織的な取組や不登校初期の対応、心

のふれあい相談員やスクールカウンセラーへの専門的な相談、家庭への働きかけ、相談

機関との連携等、多様な関わりが効果をあげている。 

・ 教育指導課では、９月の不登校が増える時期に「不登校出現率半減に向けた取組につい

て」という「初期対応」と「未然防止」を中心とした資料を学校へ配布した。各校で活

用しやすいよう、分かりやすい内容で作成し、学校への啓発につなげている。 

・ 総合教育センターの適応指導教室には、不登校児童・生徒の約２割強が入室している。

これは他区と比べても高い率だと思われる。入室に際し、保護者の判断で入室ができる

現行の制度が入室率を高めていると考えられる。また、入室後は心理教育相談員による

面談等を通じて段階を踏んだ相談、指導が行われており、指導の工夫が図られている。

また、平成 23年度から登校支援担当相談員を配置したことにより学校との連絡、連携な

どがより深まると思われる。 

・ 適応指導教室の活動では、週時程に基づいた学習活動や遠足・宿泊体験、また季節に応

じた行事などいろいろな活動が盛り込まれている。相談活動とともに充実し、きめ細や

かで個人に合った、教育活動がされている。 

・ 総合教育センターでは保護者向けの講演や懇談会の運営など保護者への支援も行われて

いる。 

・ ネリマフレンドは不登校児童・生徒が家庭外のふれあいをもつ貴重な機会となっている。 

〔課題〕 

・ 「不登校となった直接のきっかけ」は、周囲とのかかわりや学力不振、学校生活での影

響だけでなく、家庭生活による影響など複合化している。このことを踏まえ、学校と家

庭、関係機関との連携がより一層求められている。 

・ 「平成 24年度練馬区立小中学校における不登校の状況」の結果から、各種相談機関等で

相談・指導を受けていないケースがみられる。 

・ ネリマフレンドの利用者が少なく、周知および活用に課題がみられる。 

〔今後の方向性〕 

・ 不登校対策には未然防止から不登校児童・生徒や保護者への支援まで、様々な段階で多
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様な関わりが必要とされている。現在行われているこれらの多様な関わりを、今後も継

続し、充実させることが必要である。また、教育委員会は教育相談体制の充実など、で

きる限り学校を支援していくことが重要であり、今後開設される学校教育支援センター

など学校と関係機関がより一層連携し対策を充実させていく。 

・ 適応指導教室がさらに活用されるためには、保護者へのさらなる周知が必要である。ま

た、不登校児童・生徒が学校へ復帰できるよう学校との連携を推進したプログラムを充

実していく必要がある。 

・ ネリマフレンドは利用者数が少ないため、保護者へのさらなる周知の工夫が必要である。 

 

ウ いじめ防止対策の推進 

〔成果〕 

・ 練馬区では平成 24 年度「練馬区教育委員会いじめ問題対策方針」を策定している。その

方針に基づき、平成 24年度は大きく改善が図られている。教育委員会と学校の双方の取

組は多岐にわたっており、実態に応じた取組が行われている。 

・ 平成 24 年度において、いじめの認知件数は大幅に増加しているが、これはアンケート調

査が有効に機能した結果と捉えることができる。いじめの解消率は高く、アンケート調

査により認知され、多くの事案が解消または解消に向けての対応がなされたと見ること

ができる。 

・ アンケート調査の有効性は、気付きにくいいじめを発見することができ、学校全体のい

じめ防止に対する意識を高め、子供自身への啓発にもなっている。 

・ 職層に応じた的確な内容の研修が実施されており、教育指導課による学校訪問において、

いじめ防止対策の指導資料等を活用した指導・助言も大変有意義な活動である。 

・ 「練馬区版 いじめ対応のポイント」は非常に有効に活用されている。 

・ 児童・生徒への周知として相談窓口を記したクリアファイルやカードなどを配布してい

るのはとても有効な取組であると評価できる。 
〔課題〕 

・ 学校におけるいじめへの対応方針や指導計画等の公表が行われていないなど、積極的な

情報発信が十分とはいえない学校もみられる。 

・ いじめ問題に特化した校内組織や教育相談体制を構築し、いじめ防止等の対策のための

組織づくりを推進していく必要がある。 

・ いじめの態様の中で数が少ないとはいえ、暴力や金品をたかられるなどの事例もある。

学校だけでの解決が難しいものなど、関係機関との連携が必要である。 

・ 携帯電話やインターネットによるいじめに対する対策や指導をより一層推進していく必

要がある。 
・ 〔今後の方向性〕 

・ 学校における情報発信や教育相談の校内体制の充実、学校と警察等関係機関の連携強化

に向けて教育委員会の支援体制を強化する。 

・ 練馬区いじめ問題対策方針に基づき、平成 24年度から設置されている「いじめ等対応支

援チーム」を活用するとともに、アンケート調査の定期的な実施や保護者に対する啓発
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活動、いじめの態様の分析、教員向けに保護者との連携等に関する研修の実施などの取

組を継続的に実施していく。 

・ いじめ防止対策推進法の施行に伴い、現在の方針の見直しなど、いじめ防止等に関する

実効的な取組を推進していく。 

・ 東京都教育委員会による学校非公式サイト等の監視事業と連携を図るとともに、全校で

実施している情報モラル講習会を通して、携帯電話やインターネットによる人権侵害を

予防する指導をより一層推進していく。 
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「練馬区教育振興基本計画」基本施策に係る計画内容 

基本施策 教育相談の充実 計画年度 
平成 24 年度～ 

平成 33 年度 

現状と 

課題 

· 近年、子供と学校を取り巻く社会状況が大きく変化し、いじめや不登校に加え、発達障

害など特別な配慮が必要な子供への支援などの課題が顕在化しています。また、子供

や保護者からの相談件数が増加するとともに、内容も多様化・複雑化しており、子供の

健やかな成長を援助する教育相談への需要は質・量ともに大きくなっています。 

·  このような課題に対応するため、心のふれあい相談員やスクールカウンセラーなどの校

内相談体制と、教育相談室などの校外相談体制を一層充実させるとともに、学校、教育

相談室、適応指導教室、子ども家庭支援センター、（仮称）こども発達支援センター、総

合福祉事務所、保健相談所など、関係機関の連携を一層深めていくことが求められて

います。 

·  また、不登校の児童・生徒には、心の安定と集団生活への適応を支援する適応指導教

室を運営し学校復帰を支援していますが、今後は、不登校の子供一人一人の状況に応

じた対応のさらなる充実を図る必要があります。 

·  さらに、教員を対象とした学校教育相談研修や学校訪問事業などの登校支援対策事

業を充実させていく必要があります。 

施策の方向性 

○ 区民が身近なところで相談が受けられるよう、教育相談室を増設するとともに、

スクールカウンセラーや心のふれあい相談員などの校内の教育相談体制を充

実します。 

○ 教育相談の拠点として、（仮称）学校教育支援センターを設置し、関係機関との

連携等を推進します。 

○ 不登校、いじめ、暴力行為等への対応の推進を図るため、未然防止、早期発

見・早期対応につながる効果的な取組を充実します。 

主な取組 

１ 教育相談体制の充実 

２ 児童・生徒の不登校対策の充実 

３ いじめ防止対策の推進 

資 料 １ 
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２「練馬区次世代育成支援行動計画」の基本施策を対象とした点検・評価 

⑴ 評価対象基本施策 

 

⑵ 基本施策「保育サービスの充実」の計画内容 

資料１のとおり 

⑶ 主な事業と実績 

 今回の点検・評価にあたっては主な取組のうち、現在、区政の最重要課題である保育所待

機児童の解消に対象を絞って点検・評価を行った。 

〔保育所待機児童の解消〕 

１ これまでの取組 

  平成 22 年度から 24年度までの３か年を保育所集中整備期間として、認可保育所や認可

外保育施設を集中的に整備し、1,800 人を超える定員増を図っている。さらに、練馬区長

期計画後期実施計画（平成 24 年度～26年度）において、整備定員目標数を当初の約 1,900

人から約 2,700 人に引き上げ、待機児童の解消に取り組んでいる。 

  しかし、こうした取組にもかかわらず、本年４月１日現在の待機児童数は、昨年度を 55

人上回る 578 人となり、依然として保育所への高い入所需要がある。 

２ 今後の取組 

 平成 26 年４月に向け、長期計画後期実施計画における本年度の目標数である 500 人規模

の定員拡大に加え、国有地を活用した認可保育所の新規開設やスマート保育の実施などに

より、緊急の対応として、さらに 200 人以上の定員の上乗せを行い、合計 742 人（認可保

育所７園、スマート保育２か所など）の定員拡大に取り組む。 

 また、国が実施する待機児童解消加速化プランに 23 区最多の 10 事業に参加することと

し、待機児童の早期解消に向け、継続的に保育所の整備などに取り組んでいく。現在、「子

ども・子育て支援新制度」に伴う支援事業計画策定に向けたニーズ調査を行っており、調

査結果を基に、今後の具体的な整備計画を定めていく。 

※参考資料 

○認可・認可外保育施設の定員の推移 

 

○保育施設・幼稚園の形態 

  資料２のとおり 

年 度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 
26 年度 

（予定） 

定 員 

（前年度比） 

9,243 人 

（105 増） 

9,467 人 

（224 増） 

9,840 人 

（373 増） 

10,443 人 

（603 増） 

11,146 人 

（703 増） 

11,664 人 

（518 増） 

12,406 人 

（742 増） 

 
認 可 8,092 人 8,243 人 8,414 人 8,818 人 9,414 人 9,885 人 10,506 人 

認可外 1,151 人 1,224 人 1,426 人 1,625 人 1,732 人 1,779 人 1,900 人 

待機児童数 

（前年度比） 

254 人 

（11増） 

429 人 

（175 増） 

552 人 

（123 増） 

564 人 

（12 増） 

523 人 

（41 減） 

578 人 

（55増） 
― 

※ 数値はすべて各年４月１日現在 

保育サービスの充実 



10 

⑷ 教育委員会の点検・評価 

意見・総合評価 

〔成果〕 

・ ニーズの高まりとともに区は保育施設の定員を毎年増やしている。特に平成 22 年度から

24 年度までの３年間では 1,800 人を超える定員増を行い、かつ、その内容に関しては約８

割が認可保育所の定員であり、保護者のニーズに沿った拡充を図っている。 

・ 平成 25 年度の取組は、待機児童解消加速化プランに 23 区中最多の 10 事業に参加するな

ど、待機児童解消に向けて積極的な取組が行われている。 

〔課題〕 

・ 毎年定員を増やしているが、待機児童が依然として減少しておらず、平成 26 年度の見込

みでも待機児童ゼロの達成には至っていない。 

・ 待機児童の発生数は地域により差異があるため、保育施設の整備は、保育需要を踏まえて

行う必要がある。 

・ 保育施設の増設にあたり、運営主体の経営面、保育理念やその水準が優良な事業者を選定

していく必要がある。また、保育士の需要が高まる中で、質、量ともに人材の確保が必要

となる。 

・ 国の助成制度の対象の可否、施設の種別による基準の差異等により、認可保育所と認可外

保育施設とでは、保護者負担額や施設・設備等に相違がある。このため、認可外保育施設

に入所できている保護者から、認可保育所に入所できなかったことによる不服申立てがな

されることがある。 

・ 公平、公正な入所基準を定めているが、その事により保育所入所申込みや保育所入所審査

に伴う制度などが複雑化する部分があり、保護者にとってわかりにくい部分が生じている。 

〔今後の方向性〕 

・ 今後の待機児童対策にあたって、厚生労働省が実施する待機児童解消加速化プランへの参

加や、「子ども・子育て支援新制度」に伴うニーズ調査の結果を基に、待機児童がゼロにな

る計画を策定し、早期に達成を図る。今後の保育ニーズを見極め、待機児童ゼロが継続で

きるよう対策を進めていく。 

・ 保育水準の維持・向上を図るため、優良な運営主体と保育士の確保、必要な助成などを行

っていく。 

・ 保育所入所に関する手続きや制度について、公正、公平性を担保しつつ保護者の理解を得

られるよう、必要な見直しを行っていく。 
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「練馬区次世代育成支援行動計画」基本施策に係る計画内容 

基本施策 保育サービスの充実 計画年度 
平成 22 年度～ 

平成 26 年度 

現状と 

課題 

女性の社会進出の増加による共働き世帯の増加などにより、保育所を必要とする世帯は年々

増えています。 

就学前児童のいる家庭に対するアンケート結果によると、父親が就労している家庭は 98.0％

で、母親が就労している家庭は 36.0％です。現在、保育所を利用している家庭は 42.2％です

が、保育所の入所希望者は増えています。また、同アンケート調査の『子育て支援の要望』に

ついてでは、「保育所を増やしたり、利用日数等を拡充してほしい」が 49.0％で 15 項目中 5 

番目に高い要望となっています。 

 

保育所の需要の増加に対応するため、保育所の新設や定員の見直しなどにより平成 17 〜

21 年度に 381 人の定員増をしてきました。さらに認証保育所の新設などにより認可外保育施

設の定員を 385 名増やし、受入れ枠の拡大を図ってきました。しかし、依然として多くの待機

児童がいるのが現状です。 

今後、長期的な保育需要を踏まえて早期に待機児童解消を推進していくには、これまで以上

の規模で集中的に保育所等の整備を図っていく必要があります。 

 

平成 21 年 4 月 1 日現在、区・私立保育所 83 園中40 園で延長保育を実施していますが、

就学前の児童のいる家庭へのアンケートでは、平日の保育サービス利用希望者のうち、「区

立・私立認可保育所」「認証保育所・保育室」「認定こども園」「ベビーシッター」「家庭福祉員」

といった項目において、20％以上の方が 19 時以降もサービス利用をしたいと回答していま

す。 

 

就学前児童のいる家庭に対するアンケートにおいて、派遣・パート・アルバイト等就労の母親

にフルタイム就労への転換希望を質問したところ、「希望がある」と「希望があるが予定はない」

を合わせた計 47.0％が、フルタイム就労への転換希望があるとしています。今後も女性の社会

進出が進めば、さまざまな就労形態に対応した、延長保育などの保育サービスの拡充が、さら

に求められると考えられるため、利用実態を踏まえながらサービスを拡充していく必要がありま

す。 

 

保育サービスを利用している就学前児童のいる家庭に対するニーズ調査のアンケート結果

（平成 20 年度調査）では、「この一年間にお子さんが病気やケガで通常の保育が利用できな

かったことはありますか」という問いに対して、約 70％が「あった」と回答しています。また、子ど

もの病気やケガで保育サービスが利用できなかった時、できれば施設に預けたいと感じた日

数が、年間で平均 5.1 日となっています。現在、4 か所で病後児保育を実施していますが、今

後もアンケート結果をはじめ、地域バランスや利用実態なども考慮して拡充していく必要があり

ます。 

 

自宅で子育てをする家庭向けのサービスにおいても、冠婚葬祭やリフレッシュ目的等で子ど

もを家族以外に一時的に預けた経験の有無について、30％以上の方が「ある」と回答していま

す。また、その場合の日数は、年間で平均 14.5 日という結果になっています。このような要望

に対応するため、現状でも、乳幼児一時預かり、短期入所（ショートステイ）、夜間一時保育（ト

資 料 １ 
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ワイライトステイ）といった保育サービスを実施していますが、さらに拡大していく必要がありま

す。 

 

このような状況を踏まえて、今後、保育所入所待機児童の早期解消を図ることを最重要課題

とするとともに、引き続き、延長保育・一時預かりなど多様な保育サービスのさらなる拡充も図っ

ていく必要があります。 

施策の方向性 

待機児童の早期解消にあたっては、長期的な保育需要を踏まえて、私立保育所や認

証保育所の早期整備を進めていきます。また、既設園の増改築等による定員増、年齢

別定員の見直しなどによる受入れ枠の増も引き続き積極的に図っていきます。 

さらに、多様な就労形態に対応した保育サービスを拡充するため、保育所新設にあ

たっては、延長保育の実施を図っていきます。また、地域バランスを考慮した病後児保

育の充実をするとともに、医療機関連携型については、病児にも対応できる施設づくり

に努めていきます。 

また、自宅で子育てをする家庭を支援するため、乳幼児一時預かり事業の実施をは

じめ、短期入所（ショートステイ）、夜間一時保育（トワイライトステイ）、短期特例保育、

一時預かりなどについても力を入れていきます。 

そして、これらの様々な保育サービスを、限られた財源の中で充実していくために、

区立保育所の運営業務委託などにより、効率的で効果的な事業展開を図っていきま

す。 

主な取組 

1 保育所待機児の解消 

2 乳幼児一時預かり事業 

3 短期入所（ショートステイ） 

4 夜間一時保育（トワイライトステイ） 

5 短期特例保育 

6 一時預かり 

7 病児・病後児保育 

8 延長保育 

9 認定こども園 

10 休日保育 

11 年末保育 

12 産休明け保育 

13 ０歳児の 11 時間保育の実施 
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３ 平成 25 年度事務事業評価から見る教育委員会事務局の事務事業の点検・評価 

 
練馬区行政評価制度に基づき行われた平成 25 年度事務事業評価のうち、教育委員会事務局の

事務事業の評価結果をもとに、総合的に点検・評価を行う。 

 

⑴ 評価対象事務事業数 

教育委員会事務局総事業数 100 事業  

（内訳 教育振興部 54、こども家庭部 46） 

⑵ 事務事業評価における評価結果集計 

【評価毎の事業数】                             

 
ＡＡ Ａ Ｂ Ｂ1 Ｂ2 Ｃ Ｄ 

①成果 2 61 35     1 1 

②効率性 1 72   26 1 0   

③必要性   94   6 0 0   

④総合評価 1 75 21     3 0 

〔評価種別〕 

①成 果：ＡＡ目標を上回る著しい成果があった、Ａ目標を達成し充分な成果があった、Ｂ目標を達成

していないが一定の成果があった、Ｃ目標を達成できず成果があまりなかった、Ｄ目標を大

幅に下回り成果は限られる 

②効率性：ＡＡコストが非常に低く成果が極めて高い、Ａコストが低く成果が高い、Ｂ1 コスト・成果

ともに高い、Ｂ2 コスト・成果ともに低い、Ｃコストが高く成果が低い 

③必要性：Ａ事業の必要性・区が実施する必要性がともに高い、Ｂ1 事業の必要性は高いが区が実施す

る必要性は低い、Ｂ2 事業の必要性は低いが区が実施する必要性は高い、Ｃ事業の必要性・

区が実施する必要性がともに低い 

④総合評価：ＡＡ極めて良好に進んでいる、Ａ良好に進んでいる、Ｂ概ね良好に進んでいる、Ｃあまり

良好に進んでいない、Ｄ良好に進んでいない 

⑶ 平成 25 年度 事務事業評価 施策別総括表（教育委員会事務局抜粋） 

  巻末「参考資料」のとおり 

⑷ 教育委員会の点検・評価 

(1) 個別の事務事業に対する評価・意見 

ア 総合評価 C の事業に関するもの 

(ｱ) №35 学校教育一般事務（安全安心ボランティア事業経費） 

今年度、区立小学校前の路上で発生した傷害事件を受けて、事業に対する必要性が一層

高まっている。しかし、活動日数に学校間で大きな差がみられるため、学校ごとの状況

を把握した具体的な手立てが早急に必要である。また、学校応援団との連携を視野に入

れ、学校、家庭、地域や警察との連携をさらに深めるなど、あり方の再検討も必要であ

る。 

(ｲ) №38 幼稚園維持運営事務（区立幼稚園） 

平成 26 年度から２園が廃園し、課題改善が図られる見通しであるが、事務事業評価表

の改革・改善案に記されているとおり、区立幼稚園としての質の維持や“区立”として
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の役割を果たす一層の努力が必要である。 

(ｳ) №77 心身障害者学級事業 

学級生の定年制や講師・協力者の高齢化等に対する対策が望まれる。 

 
イ 成果・必要性・コストが高く、区で実施する必要性の低いとされた事業に関するもの 

(ｱ) №28 児童館維持運営事務 

平成 25 年度に２館で指定管理者制度を導入し改善が図られている。 

(ｲ) №75 青少年館各種講座等事務および 76 青少年館維持管理事務 

それぞれの利用者のニーズを尊重しながら運営方法を十分検討する必要がある。 

(ｳ) №77 心身障害者学級事業（再掲） 

学級生の定年制や講師・協力者の高齢化等に対する対策が望まれる。 

(ｴ) №91 総合教育センター維持管理事務および 92 社会教育関係事務 

平成 26 年度の学校教育支援センターの開設に伴い、現在事業内容の見直し検討が行わ

れ課題改善が図られているところである。 

 
ウ その他の事業に関するもの 

(ｱ) №９医療費助成事務 

区民の負担軽減を守りつつ、バランスを考えた助成方法の研究、検討が引き続き必要で

ある。 

(ｲ) №31 学校応援団・開放等事業 

総合評価 A であるが、数値化することが難しいと思われる内容について検討した場合 A

にならないのではないか。学校間の格差が大きいと思われるので、慎重な評価が必要で

ある。 

(ｳ) №33 小学校維持運営事務（学童擁護事務） 

登下校時の児童の安全確保については、教育委員会だけでなく、区や警察など関係機関

との連携が必要である。 

(2) 個別の施策に対する評価・意見 

ア 施策 111 地域で子育てを支える 

この施策に属する事業については、総合評価が高くともさらに事業改善や充実を要する

事業である。 

イ 施策 123 小中学校の教育内容を充実するおよび 124 教育環境を充実する 

目標を達成したとしても、さらに充実の図れる事業である。各事業とも、より一層の発

展を望む。 

ウ 施策 131 青少年の自主的な活動を支援するおよび 132 家庭・学校・地域で連携して青少

年の健全育成を推進する 

青少年の育成事業については数値化が難しいものが多く、総合評価は B が多いが必要性

の高い事業が多いため、周知や広報活動をも含め、新しい視点に立った取り組みが望まれ

る。 
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エ 施策 332 読書活動を支援する 

充実した運営がなされているが、目標を達成したとしても、さらに充実を図れる事業で

もあるので、引き続き新たな取組の研究や、サービス内容の一層の周知が必要である。 
 

(3) 全体に対する総合的な評価・意見 

 事務事業評価の対象となった 100 事業中、総合評価において「AA 極めて良好に進んでい

る」「A 良好に進んでいる」事業は合わせて 76 事業である。残りの 24 事業のうち、21 事

業は「B 概ね良好に進んでいる」との評価であり、平成 24 年度の教育委員会事務局全般の

事務事業は練馬区長期計画を踏まえた練馬区教育振興基本計画および練馬区次世代育成

支援行動計画に基づき、必要性の高い事業が計画的かつ良好に管理・執行されたと言える。

しかし、効率性の評価においては、「B1コスト・成果ともに高い」とされたものが 26 事業

あり、事業全体の約４分の１にあたる。今後、予算の有効活用を図る上でこれらについて

コスト削減の工夫を重ねる必要がある。 

 どの事業も区民の方々の理解と協力に支えられながら実現されており、一層そのニーズ

に応えていけるよう努力が求められる。 
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４ 点検・評価に関する有識者からの意見および助言 

 

漆澤 その子 

（武蔵大学人文学部教授） 

 
１ 基本施策「教育相談の充実」に関する点検・評価について 

教育相談については、具体的に相談体制というハード面と相談内容にかかわるソフト面、

双方の取り組みが必要である。練馬区においては、この双方共に一定の成果をあげていると

言ってよいだろう。まず、前者の充実という点では、特に区内小中学校全校に「心のふれあ

い相談員」と「スクールカウンセラー」という二重のフィルターを設けており、問題が生じ

た際にその深刻化を水際で食い止めることが可能な体制が整備されている。こうした体制を

より効果的に機能させるためにも、児童・生徒に関する個人情報の保護に十分留意しながら、

所轄を超えた情報の共有が必要であろう。一層の取り組みに期待したい。 
教育相談の内容は多岐にわたるが、なかでも不登校ならびにいじめに関わる問題には、特

に注力が求められる。まず不登校については、様々な要因が考えられるとはいえ、児童・生

徒が登校できない状態にある点で変わりはない。したがって、こうした児童・生徒に対する

受け皿が必要であり、その点で総合教育センターの適応指導教室が一定の成果をあげている

ことは高く評価できるところである。 
次に、いじめについては、何より小中学校の側で早期に実態を把握することが重要である

と考える。そのためにも、児童・生徒を対象に定期的なアンケート調査の実施が求められよ

う。そのさい、問題解決に向けた取り組みのなかで個人が特定されることがないよう配慮す

るなど、調査結果に関する個人情報保護の遵守に十分な対応がなされるよう期待したい。 
 

２ 基本施策「保育サービスの充実」に関する点検・評価について 
保育所等をめぐる待機児童の解消は、とりわけ近年社会問題化している。これにともない、

保育施設ならびに定員の拡充に向けた取り組みに努めているものの、練馬区の待機児童数は

全国的に見ても多いと言わざるを得ない。今後、待機児童ゼロをめざし、積極的な対策が期

待されるところである。 
区内では、すでに認可保育所にとどまらず、様々な形態の保育サービスが設置されており、

評価できる点としてあげられる。今後、保護者の多様なニーズを見極め、そのニーズに沿っ

た既存サービスのさらなる拡充が必要である。また、複雑化しつつある保育所の入所申込み

ならびに入所審査については、特に入所審査の透明性が今後一層求められよう。 
こうしたなかで留意すべきなのは、保育水準の維持・向上、すなわち保育サービスにおけ

る質の保持である。保護者が安心して利用することができるよう、施設の安全性ならびに優

良な保育士の確保などに努められたい。 
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西 田  健 

（練馬区立小学校ＰＴＡ連合協議会顧問） 

 
 

 平成２５年度事務事業評価 施策別総括表を拝見しました。 
 前年度資料とも比較させていただきましたが概ね良好に進んでいるものと思われます。 
 ただ待機児童数に関しては受け入れを増やす施策は見られるものの、それを上回る児童数

の増加あり前年度の待機児童数よりも増加しております。 
 練馬区人口が増加している現在、自然な傾向と思われますので待機児童減少に向かう施策

を期待いたします。 
 次に安全安心の点からですがメール配信システム導入により行政・学校（保育 児童施設）・

保護者間の情報共有が迅速になったと思います。 
 ただ中学校においては自由選択による学区の廃止によって旧学区外からの通学生徒に関し

て有事の際の安全対策が完全とはいえないのではないでしょうか。 
 震災対応が叫ばれている昨今、区として統一した子供たち・保護者に対する避難マニュア

ルの作成も緊急かつ重要な課題かと思います。 
 次に放課後の居場所づくり事業ですが昨年学校応援団が小学校全校に設置が完了したこと

は喜ばしいことと思います。さらに各校応援団の活動日数などのバラつきを減らし、また学

童クラブなど諸団体との連携を密に進めて行けることを期待します 
 次に小中一貫教育推進に関してですが現在、大泉桜学園がモデル校として進んでますが問

題点の有無が気になります。 
 やはり新しい試みですので長所だけでなく起きやすい短所の部分もあるかと思います。こ

れからも進めていく重要な事業ですので、一歩踏み込んだ情報の共有の場を設けることを望

みます。 
 また各小中学校でワンデイスクール等の活動も試みられてます。隣接校であればいいので

すが、通学の距離等、立地によって同じ方法がとれない学校も生じて来るように感じます。 
 同じ練馬区立の学校なのですから、ぜひバラつきが起きないような施策に期待します。 
 また児童・生徒の授業や部活動の交流、教師間の密な情報共有・コミュニケーション等、

ハード面だけでなくソフトの面の充実も進級に際してスムーズな移行ができるのではないか

と思いますので、同時に進めてもらえればと思います。 
 最後に貴委員会の施策施行は諸問題に即した諸事業の内容と評価できます。さらなるお願

いとして、ここに挙げさせていただいた意見もぜひ汲んでいただけたらと思います。 
 そして区民が子どもを産み育てやすい、練馬の子どもたちが安全安心で健全に成長できる

教育環境の充実が軸となる施策を進めていただくことを期待しています。 
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広 岡 守 穂  

（中央大学法学部教授） 

 

Ⅰ．教育相談の充実について 

ア 教育相談体制の充実 

 今日、相談の重要性はいろいろな場面で強く認識されるようになっています。教育分野に

おいても同様で、練馬区が教育相談の体制づくりに力を入れているのは適切です。 

 相談が有効に機能するには、いくつかの課題があります。 

 第１に、相談者が相談しやすいことが重要です。来室の相談と電話の相談をもうけるのは

もちろんですが、そもそも相談窓口は多様であるのが望ましいことです。そして、それぞれ

の間に密接な連携が必要です。（多様な相談窓口と相互の連携） 

 第２に、信頼関係がなければ相談は成り立ちませんから、いろいろな経歴や年齢や性別の

人を配置するべきです。（多様なバックグランドをもつ人） 

 第３に、相談員は相談者との信頼関係を醸成するために必要な手法を習得することが必要

です。そのための研修が必要です。（相談員の研修） 

 以上の３点に照らして、練馬区の取り組みは評価できます。これからも常に現状の体制で

良いかどうか検証していただきたいと思います。 

イ 児童・生徒の不登校対策の充実 

 不登校の子どもについては、行政による取り組みばかりでなく、民間団体の取り組みも重

要ですし、また地域をこえた交流や連携も重要ではないかと思います。それゆえフリースク

ールなど民間団体による子どもの居場所づくりの支援と連携が重要です。練馬区では学校ご

とに必要に応じて対応しており、そのことは評価します。 

 なお不登校の子どもの問題については、山村留学など、練馬区外との交流や連携が効果的

なのではないかと思われます。調査・検討していただければさいわいです。 

 ところで東日本大震災の被災地では不登校の児童生徒が激増しています。児童生徒の交流

活動や体験活動など、被災地の自治体に対して、練馬区と練馬区の子どもたちにできること

はないか、ぜひ積極的に検討していただきたいと思います。 

ウ いじめ防止の推進 

 練馬区ではいじめに関してアンケート調査を実施していますが、アンケート調査は、問題

を検知するうえで有効です。これからも手法や内容をより良いものにするようつとめてくだ

さい。 

 

Ⅱ．保育サービスの充実 

 保育は親の生き方にかかわる問題であり、子育てが親の生き方の選択を制限することがな

いようにしなければなりません。待機児童の解消が喫緊の課題である所以です。広い視野で

考えると、地域活動がさかんになれば、子育て中の親が地域活動に生きがいを見いだすこと

もあるでしょうし、保育サービスの事業がおこることもあるでしょう。ひいては待機児童の

解消につながる可能性もあります。そのような大所高所にたった発想も必要ではないかと思

います。 

 

  



20 

５ 今後の方向性 

⑴ 昨年度（平成24年度）の点検・評価における主な意見への取組・改善点 

   

 昨年度の主な意見 取組・改善点など 

教
育
関
連
施
策
な
ど 

学校安全安心ボランティア活動につい

ては、学校間で活動日数に開きが生じてい

ます。ボランティアのあり方を検討すると

ともに、ボランティア活動を活発化させる

必要があります。 

学校安全安心ボランティアについては、

今年度発生した区立小学生が被害にあった

傷害事件を受け、校外でも活動できるよう

要領の改正を行いました。 

また、活動の充実を図るため、新たに作

成したベストの配付や用具の配備なども進

めていきます。 

小中一貫教育の推進については、さらに

充実を図るため、課題の検証と、その課題

の解決に向けた支援を行う必要がありま

す。 

平成 25 年 11 月に学識経験者、保護者、

教員等で構成する練馬区小中一貫教育推進

会議を設置し、大泉桜学園および小中一貫

教育の評価検証や小中学校の状況に応じた

小中一貫教育の多様なあり方などを検討し

ています。その検討結果などを踏まえなが

ら、保護者、地域とも連携し、授業改善に

よる学力や体力の向上、連携指導による豊

かな人間性や社会性の育成、滑らかな接続

による安定した学校生活をめざして、練馬

らしい小中一貫教育の推進・定着に向けて

取り組んでいきます。 

学校施設の整備推進について、学校は地

域の避難拠点でもあり、日々生活している

児童・生徒の安全を確保するため、一層の

充実を求めます。 

区立小中学校の屋内運動場における天井

部等非構造部材の点検を進めています。ま

た、改築による耐震化と学校環境の整備を

順次行っています。 

教職員研修については、経験の浅い若い

教員が増えているため、重要性を感じま

す。今後、さらに社会や教職員のニーズに

応えられるよう充実させる必要がありま

す。 

平成26年4月の学校教育支援センターの開

設に向けて、研修や学校教育相談に対する

支援の充実を検討しました。スクールソー

シャルワーカーの配置などにより、教育相

談事業の充実を図っていきます。また、総

合教育センターの教育相談事業により得ら

れた成果を研修に取り入れ、教職員のニー

ズに応えられる内容となるよう取り組んで

いきます。 

教育相談室の運営は、良好に進められて

います。今後、より一層、不登校やいじめ

問題等の課題解決に向けて、学校教育相談

に対する支援の充実を図る必要がありま

す。 

子
供
関
連
施
策
な
ど 

学童クラブの受入数の拡大とともに、新

たな放課後の受入れ策を検討する必要が

あります。 

「第二次練馬区放課後子どもプラン」の取

り組みを継続すると共に、子ども・子育て

支援法に基づき平成 26年度までに策定予定

の子ども・子育て支援事業計画において、

そのニーズを把握し、放課後児童対策の総

合的な検討を進めます。 
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待機児童の解消を図るために、より一

層、地域バランス等実情に応じた対策を講

じる必要があります。 

待機児童が多い地域に保育所等を重点的

に誘致していますが、「子ども・子育て支援

新制度」に伴う支援事業計画策定に向けた

ニーズ調査の結果を踏まえ、定員拡大を進

めていきます。 

青少年館を基礎に活動を広げている団

体が増えています。青少年の自主的な活動

が充実するよう、さらに支援する必要があ

ります。 

 普段の活動の成果を発表できる場とし

て、ウィンドアンサンブルやヒップホップ

ダンスなどの発表会を行っています。また、

発表会でサークル同士の連携を深め、情報

交換することにより自主的な活動が更に充

実できるように場所や時間の提供を行って

います。 

子ども家庭支援センター子育て支援の

地域拠点として成果を上げていますが、社

会の変化に対応し、より一層機能強化を図

る必要があります。 

 練馬駅北口の複合施設「Coconeri（ココ

ネリ）」４階「こどもほっとステーション」

内に、駅前の立地特性を活かし、機能強化

を図る子育て支援拠点として、平成 26年４

月に練馬子ども家庭支援センター練馬駅北

分室を開設する予定です。 
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⑵ 平成 25 年度有識者からの主な意見・助言および取組方針 

 

① 平成 25 年度有識者からの主な意見・助言 

有 識 者 か ら の 主 な 意 見 ・ 助 言  

「
教
育
振
興
基
本
計
画
」
関
係 

教育相談については、区内小中学校全校に「心のふれあい相談員」と「スクールカウ

ンセラー」という二重のフィルターを設けており、問題が生じた際にその深刻化を水際

で食い止めることが可能な体制が整備されている。こうした体制をより効果的に機能さ

せるためにも、児童・生徒に関する個人情報の保護に十分留意しながら、所轄を超えた

情報の共有が必要であろう。一層の取り組みに期待したい。 

教育相談が適切に機能するには、第一に多様な相談窓口と相互の連携、第二に様々な

経歴や年齢や性別の相談員、第三に相談員が必要な手法を習得するための研修が必要で

ある。これらに照らして、現在の区の取組は評価できる。これからも常に現状の体制で

良いかどうか検証してほしい。 

不登校については、様々な要因が考えられるとはいえ、児童・生徒が登校できない状

態にある点で変わりはない。したがって、こうした児童・生徒に対する受け皿が必要で

あり、その点で総合教育センターの適応指導教室が一定の成果をあげていることは高く

評価できるところである。 

不登校対策については、行政だけでなく、民間団体の取組や地域をこえた交流や連携

が重要ではないかと思う。それゆえ、フリースクールなど民間団体による子供の居場所

づくりの支援と連携が重要である。 

不登校の子供には山村留学など区外との交流や連携が効果的なのではないか。調査、

検討を願う。 

東日本大震災の被災地では不登校の児童生徒が激増している。児童生徒の交流活動や

体験活動など、被災地の自治体に対して、区や子供たちができることはないか積極的に

検討してほしい。 

いじめについては、何より小中学校の側で早期に実態を把握することが重要であると

考える。そのためにも、児童・生徒を対象に定期的なアンケート調査の実施が求められ

よう。そのさい、問題解決に向けた取り組みのなかで個人が特定されることがないよう

配慮するなど、調査結果に関する個人情報保護の遵守に十分な対応がなされるよう期待

したい。 

練馬区ではいじめに関してアンケート調査を実施しており、問題を検知するうえで重

要である。これからも手法や内容をより良いものにするよう努めてほしい。 

「
練
馬
区
次
世
代
育
成
支

援
行
動
計
画
」
関
係 

保育施設ならびに定員の拡充に向けた取り組みに努めているものの、練馬区の待機児

童数は全国的に見ても多いと言わざるを得ない。今後、待機児童ゼロをめざし、積極的

な対策が期待されるところである。区内では、すでに認可保育所にとどまらず、様々な

形態の保育サービスが設置されており、評価できる点としてあげられる。今後、保護者

の多様なニーズを見極め、そのニーズに沿った既存サービスのさらなる拡充が必要であ

る。 
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複雑化しつつある保育所の入所申込みならびに入所審査については、特に入所審査の

透明性が今後一層求められる 

保育水準の維持・向上、すなわち保育サービスにおける質の保持に留意すべきである。

保護者が安心して利用することができるよう、施設の安全性ならびに優良な保育士の確

保などに努められたい。 

子育てが親の生き方の選択を制限することがないようにしなければならない。地域活

動が盛んになることで親が地域活動に生きがいを見いだす、保育サービスの事業を立ち

上げるなど待機児童の解消につながる可能性もある。そのような大所高所に立った発想

も必要ではないか。 

各
事
務
事
業
に
つ
い
て 

学校連絡メールの導入により、行政・学校（子供関連施設）・保護者間の情報伝達は

迅速になったと思う。しかし、学校選択制度が導入されている中学校では、学区外から

の生徒に対して有事の際の安全対策が完全とは言えないのではないか。区として統一し

た子供たち・保護者に対する避難マニュアルも重要な課題である。 

学校応援団が全小学校に設置が完了したのは喜ばしいことである。さらに各校応援団

の活動日数のバラつきを減らし、学童クラブなど諸団体との連絡を密に事業を進めるこ

とを期待する。 

小中一貫教育の推進については、新しい試みであるため長所だけでなく短所もあるかと

思う。一歩踏み込んだ情報共有の場を設けることを望む。また、各小中学校で小中一貫

教育の活動の中で学校によって立地条件により実施できない事業があるようである。学

校間のバラつきが起きないような施策に期待する。児童・生徒の授業や部活動での交流、

教師間の情報共有などソフト面の充実も同時に進めてもらいたい。 

 

②平成 25年度有識者からの主な意見・助言に対する取組方針 

【練馬区教育振興基本計画】関連について 

〔教育相談の充実について〕 

平成26年度に開設予定の学校教育支援センターに、心のふれあい相談員、スクールカウ

ンセラー、学校巡回相談員の所管を移管し、教育相談室、適応指導教室と合わせて教育相

談事業の所管を一元化することにより、教育相談体制の充実を図ります。また、学校教育

支援センターにはスクールソーシャルワーカーを配置し、福祉や医療等の相談窓口との連

携を図っていきます。多様な相談に対応できるよう、相談員の経歴、年齢および性別や研

修体制についても、常に現状を検証するよう努めていきます。 
 

〔児童・生徒の不登校対策について〕 

１） 適応指導教室については、様々な要因により登校できない児童・生徒が、より通室

しやすくなるよう、今後も運営の充実を図っていきます。また、各学校に対しても、温

かな学級づくり、子供同士の絆づくり、魅力ある授業づくり、保護者との関係づくりを

通して、学校が誰もが安心して通える場所となるよう指導をしています。 

２） スクールソーシャルワーカーの配置等により、個々の児童・生徒にあった多様な支

援ができるよう、フリースクールなど民間団体による子供の居場所づくりの支援との連



24 

携を図っていきます。 

３） 児童・生徒の山村留学等については、交流や連携の可能性や効果について、調査、

研究していきます。 

４） 東日本大震災の被災地に対して練馬区立学校においては、生徒会が主体的に募金活

動を展開し被災地の生徒とメッセージ交換による交流を行っている学校もあります。平

成24年度末に実施した練馬区立中学生被災地体験学習を始めとして、全区をあげて実施

している練馬区立学校（園）一斉防災訓練や、各校における避難訓練など、子供たちが

被災地を思い、自発的に行動するきっかけとなる機会を多く提案しています。 
また、練馬区では、教員対象の防災教育研修会を年間４回実施しています。今後は、

どうやって命を守るかという視点だけではなく、実際に被災した方々の「震災」がまだ

継続している現実を改めて実感する視点で、事例に基づく研修を実施し、各学校におけ

る被災地に関わった特色ある教育活動につなげることを検討していきます。 
なお、被災地の不登校児童・生徒に対する支援については、被災地のニーズや要望を

踏まえながら検討していきます。 
 

〔いじめ防止の推進について〕 

１） 練馬区では、東京都教育委員会が実施する「ふれあい（いじめ防止強化）月間」を

実施する年３回に併せて、いじめの実態を把握するため、練馬区教育委員会で定めた質

問項目による質問紙調査を実施しております。 
アンケートの実施方法、質問項目を検討する際には、実施後のアンケートの保管方

法・保存期間を含めて、個人情報保護に十分配慮するよう指導を重ねていきます。 

２） いじめ問題は早期発見・早期対応が重要だと考えます。現在、改訂を進めている「練

馬区教育委員会いじめ問題対策方針」には、各校独自の方法で、毎月、いじめを含めた

学校生活の状況を把握するための調査を行うことを位置付ける予定であり、今後もより

一層いじめの未然防止を図っていきます。 
 

【練馬区次世代育成支援行動計画】関連について 

〔保育サービスの充実について〕 

１） 保育所待機児童の解消を図るため、平成26年４月に向け、700人規模の保育所定員拡

大に取り組んでいます。さらに、平成27年４月に向け、1,300人規模の定員拡大および

保育サービスの拡充を図ることにより、待機児童ゼロの達成を目指し、取り組んでいき

ます。 

２） 認可保育所の入所については、各家庭の保育に欠ける事情等を指数化することで公

平・公正な選考に努めています。また、選考基準についても、社会経済状況の変化や働

き方の多様化等の事情を十分に反映できるよう、その見直しを毎年行っています。 

３） 保育施設の運営にあたっては、国や東京都の施設面積や保育士配置基準を満たして

います。また、国が実施する待機児童解消加速化プランに参加し、保育士資格の取得を

支援していきます。 

４） 子育て中の親が参加できる地域活動については、教育委員会として行う事務事業の

ほか、他部署との連携の方法も含め、今後検討していきます。 
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【各事務事業】について 

１） 児童・生徒の防災について、有事の際には、耐震設備が整備された校舎にいる時よ

りも、子供が地域で個々に活動している放課後や休日における退避行動の在り方が課題

になります。その視点では、学区内外を問わず、児童・生徒が自分の命は自分で守る「自

助」の考えに基づいた指導が必要になります。 
練馬区では、昨年度改訂した『地震対策の手引き』で「自助」の考えに基づく自主的・

自発的で具体的な退避行動を子供の発達段階に応じて示しております。教員対象には年

間４回の防災・防犯教育研修会を立ち上げ、練馬区の防災・防犯体制の理解を促し、実

技面での研鑽の場を設けるとともに、年一回の練馬区立学校（園）一斉防災訓練を実施

しております。 
平成25年度には、新たに『不審者対応の手引き』を作成し、防災に加え防犯体制の確

立を図っておりますが、いずれにおきましても、児童・生徒が自発的に危険を察知し、

適切な退避行動ができるようにする取組と、地震および不審者に関する手引きを始めと

した学校・地域・行政における防災・防犯体制との連携について検討していきます。 

２） 学校応援団ひろば事業の実施日数の拡充については、専用ひろば室の確保や人材の

確保が課題となりますが、子供たちが毎日放課後にひろば室等で過ごせるよう引き続き

実施日数の拡充に取り組んでいきます。また、学童クラブ事業や児童館事業との連携を

進めるとともに、連携内容の充実を図ります。 

３） 小中一貫教育については、大泉桜学園の開校や10グループ22校における研究開始か

ら2年が経過し、平成27年度には区内全小中学校で、小中一貫教育の実践や研究が行わ

れる見通しです。そこで、平成25年11月に学識経験者、保護者、教員等で構成する練馬

区小中一貫教育推進会議を設置し、大泉桜学園および小中一貫教育の評価検証や小中学

校の状況に応じた小中一貫教育の多様なあり方などを検討を開始しました。その検討結

果などを踏まえながら、保護者、地域とも連携し、授業改善による学力や体力の向上、

連携指導による豊かな人間性や社会性の育成、滑らかな接続による安定した学校生活を

めざして、練馬らしい小中一貫教育の推進・定着に向けて取り組んでいきます。 

 

⑶ まとめ 

今回の点検・評価では、教育委員会の事務に関する計画を踏まえて行うこととし、学校

教育については練馬区教育振興基本計画の、児童福祉については練馬区次世代育成支援行

動計画の基本施策からテーマを選定しました。 
練馬区教育振興基本計画からは、いじめ問題への対応や不登校対策が求められている現

状のなかで、児童・生徒や教員、保護者からの様々な相談を受ける体制を充実する必要が

あることや、平成26年４月から相談機能を強化した学校教育支援センターが開設されるこ

とから、「教育相談の充実」をテーマとして選定しました。 
また、練馬区次世代育成支援行動計画からは、親の就労形態が変化するなかで他自治体

を含め、保育所の待機児童対策が求められていることから「保育サービスの充実」をテー

マとして選定しました。 
それぞれのテーマについて、事務局から資料等により平成24年度の取組の報告を受け、

成果や課題を整理し、今後の方向性を示しました。 
さらに、教育委員会事務局の事務事業に係る点検・評価は、区の行政評価制度を活用し、

教育振興部54事業、こども家庭部46事業の計100事業について、総合的に実施し、個別の事

務事業や施策とともに事務事業全体に対する課題や方向性を示しました。 
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⑷ 平成26年度の重点事業 

点検・評価の実施結果や有識者からの意見を踏まえるとともに、教育目標、基本方針、

練馬区長期計画、練馬区教育振興基本計画および練馬区次世代育成支援行動計画に掲げる

目標等の達成を目指し、平成26年度は、以下の事業について重点的に取り組んでいきます。 

・ 学校の安全対策として、警察官OBを非常勤職員として採用し、その指導・助言等によ

り学校における防犯対策の強化を図ります。また、平成26年２月からは民間警備員派遣

事業も実施しており、学校の安全対策の充実を図っています。 

・総合教育センターを発展的に改組し、学校教育支援センターを開設します。学校教育支

援センターでは、新たに配置するスクールソーシャルワーカーを中心として不登校対策

事業を一層発展させるとともに、施設の拡充に伴い各事業の充実を図ります。 

・ 「夏休み居場所づくり」モデル事業の実施校数を３校から６校に拡充します。また、

学童クラブ室と学校応援団ひろば室の合築施設（１カ所）を整備し、学童クラブ待機児

童対策を進めます。 

・ 保育所待機児童対策として、平成27年４月に向け、1,300人規模の定員拡大および保育

サービスの拡充を図ることにより、待機児童ゼロの達成を目指し取り組んでいきます。 

・ 平成25年６月に開設した「ねりま若者サポートステーション」を補完し、より一層充

実させるため、心理相談や各種セミナーなどの「若者自立支援事業」を展開します。 
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・ 平成 25 年度 事務事業評価 施策別総括表 

【教育に関する事務点検・評価用抜粋】 
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【担 当】 

練馬区教育委員会事務局 教育振興部 教育総務課 

   〒176-8501 練馬区豊玉北６－１２－１ 

   電   話 ５９８４－５６０９（直通） 

    ファックス ３９９３－１１９６ 

電子メールアドレス gakkoshomu01@city.nerima.tokyo.jp 
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